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【
叔
孫
舍
】

昭
公
二
十
四
年
の
公
羊
經0

文
に
「
叔
孫
舍

0

0

0

至
自
晉
」
と
あ
り
、
疏
に
「
上

十
四
年　

春
隱
如
至
自
晉　

以
其
被
執
而
還　

故
省
去
其
氏　

今
此
叔
孫
舍
不

去
氏
者　

蓋
以
無
罪
故
也　

是
以
文
十
四
年
傳
云　

稱
行
人
而
執
者　

以
其
事

執
也　

注
云　

以
其
所
銜
奉
國
事
執
之　

晉
人
執
我
行
人
叔
孫
舍　

是
也　

不

稱
行
人
而
執
者　

以
己
執
也　

注
云　

己
者
己
大
夫　

自
以
大
夫
之
罪
執
之　

分
別
之
者　

罪
惡
當
各
歸
其
本　

以
此
言
之　

則
知
隱
如
有
罪　

故
去
其
氏　

叔
孫
無
罪　

故
無
貶
文
」〔
上
の
十
四
年
に
「
春
隱
如
至
自
晉
」
と
あ
る
の
は
、

執
え
ら
れ
て
も
ど
っ
た
か
ら
、
そ
の
氏
を
と
り
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
こ

こ
で
叔
孫
舍
の
氏
を
と
り
去
っ
て
い
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
、
罪
が
無
か
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
文
公
十
四
年
の
傳
に
〝「
行
人
」
を
稱
し
て
執
え

る
の
は
、
公
事
に
よ
っ
て
執
え
た
場
合
で
あ
る
〟
と
あ
り
、
注
に
〝
そ
の
大
夫

が
命
ぜ
ら
れ
た
國
事
に
よ
っ
て
執
え
た
場
合
で
あ
る
。（
昭
公
二
十
三
年
に
）

「
晉
人
執
我
行
人
叔
孫
舍
」
と
あ
る
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
〟
と
あ
り
、（
同
傳

に
）〝「
行
人
」
を
稱
さ
ず
に
執
え
る
の
は
、
私
事
に
よ
っ
て
執
え
た
場
合
で
あ

る
〟
と
あ
り
、
注
に
〝「
己
」
と
は
、
大
夫
自
身
で
あ
る
。（
國
事
と
は
）
別
に
、

大
夫
（
自
身
）
の
罪
に
よ
っ
て
執
え
た
場
合
で
あ
る
。
兩
者
を
區
別
す
る
の
は
、

罪
惡
は
各
々
、
そ
の
根
本
に
歸
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
〟
と
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
隱
如
は
罪
が
あ
っ
た
か
ら
そ
の
氏
を
と
り
去
り
、
叔
孫
は

罪
が
な
か
っ
た
か
ら
貶
め
る
表
現
が
な
い
〔
そ
の
氏
を
と
り
去
っ
て
い
な
い
〕、

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
〕
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
對
し
て
、
王
引
之
『
經
義
述
聞
』

春
秋
公
羊
傳
〈
叔
孫
舍
至
自
晉
〉
に
「
引
之
謹
案　

叔
孫
二
字　

後
人
所
增　

非
其
原
本
也　

文
十
四
年
傳
但
言
無
罪
而
執
者
稱
行
人　

有
罪
而
執
者
不
稱
行

人　

未
嘗
言
無
罪
而
執
者
至
則
稱
氏　

有
罪
而
執
者
至
不
稱
氏
也　

不
足
爲
叔

孫
舍
至
自
晉
之
證　

若
隱
如
至
自
晉
省
去
其
氏　

叔
孫
舍
至
自
晉
獨
不
省　

則

傳
必
詳
言
其
義　

文
十
五
年
單
伯
至
自
齊　

注
云　

不
省
去
氏
者　

淫
當
絶　

使
若
他
單
伯
至
也　

以
此
例
之　

若
叔
孫
舍
至
自
晉　

不
省
去
氏　

注
亦
必
加

訓
釋　

今
傳
無
文　

注
亦
不
言
其
有
異　

則
舍
至
自
晉　

與
隱
如
至
自
晉
同
一

書
法
可
知　

至
而
不
省
去
氏
者
惟
單
伯
一
人　

則
隱
如
及
舍
之
至
皆
省
去
氏
可

知　

且
宣
元
年
春　

公
子
遂
如
齊
逆
女　

三
月
遂
以
夫
人
姜
氏
至
自
齊　

傳
説

遂
以
夫
人
姜
氏
至
自
齊
曰　

遂
何
以
不
稱
公
子　

一
事
而
再
見
者　

卒
名
也　

何
注
曰　

卒　

竟
也　

竟
但
舉
名
者
省
文　

據
此　

則
一
事
再
見
者　

其
始
稱

氏
族　

其
卒
則
但
稱
名　

故
昭
十
三
年
晉
人
執
季
孫
隱
如
以
歸　

十
四
年
則
省

去
季
孫
而
云
隱
如
至
自
晉　

二
十
三
年
晉
人
執
我
行
人
叔
孫
舍　

二
十
四
年
則
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省
去
叔
孫
而
云
舍
至
自
晉　

正
所
謂
一
事
而
再
見
者　

卒
名
也　

其
不
得
有
叔

孫
二
字　

顯
然
明
白　

左
氏
穀
梁
竝
作

至
自
晉　

無
叔
孫
二
字　

左
氏
曰　

至
自
晉　

尊
晉
也　

杜
注
曰　

貶

族
所
以
尊
晉　

穀
梁
曰　

大
夫
執
則
致　

致
則
挈　

由
上
致
之
也　

范
注
曰　

上
謂
宗
廟
也　

致
臣
于
廟
則
直
名
而
已　

所
謂
君
前
臣
名　

此
皆
舍
至
自
晉
不
稱
叔
孫
之
明
證　

不
應
公
羊
獨
有
此
二
字

也　

徐
氏
所
見
本
已
誤
增
此
二
字　

故
臆
爲
之
説
耳　

孔
氏
通
義
亦
沿
其
誤
」

〔
私
が
考
え
ま
す
る
に
、「
叔
孫

0

0

」
の
二
字
は

0

0

0

0

、
後
人
が
增
益
し
た
も
の
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本0

來
の
姿
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

。
文
公
十
四
年
の
傳
は
、
單
に
、
罪
が
な
い
者
を
執
え
た
場

0

0

0

0

合0

は
「
行
人
」
を
稱
し
、
罪
が
あ
る
者
を
執
え
た
場
合

0

0

0

0

0

は
「
行
人
」
を
稱
さ
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
罪
が
な
く
て
執
え
ら
れ
た

者
が
も
ど
っ
た
場
合

0

0

0

0

0

0

は
氏
を
稱
し
、
罪
が
あ
っ
て
執
え
ら
れ
た
者
が
も
ど
っ
た

0

0

0

0

場
合

0

0

は
氏
を
稱
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
叔0

孫0

舍
至
自
晉
」
と
（
氏
が
）
書
か
れ
て
い
る
根
據
に
は
な
ら
な
い
。
も
し
か
り

に
、「
隱
如
至
自
晉
」
に
つ
い
て
は
そ
の
氏
を
と
り
去
り
、「
叔
孫
舍
至
自
晉
」

に
つ
い
て
だ
け
は
と
り
去
っ
て
い
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
傳
で
必
ず
そ
の
わ
け

を
説
明
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。（
ま
た
）
文
公
十
五
年
「
單
伯
至
自
齊
」
の

注
に
〝
氏
を
と
り
去
っ
て
い
な
い
の
は
、
淫
通
し
た
た
め
絶
つ
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
別
の
單
伯
が
も
ど
っ
た
か
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
〟
と
あ
っ
て
、

こ
れ
に
た
ぐ
え
る
と
、
も
し
か
り
に
、「
叔
孫
舍
至
自
晉
」
に
つ
い
て
氏
を
と

り
去
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
注
に
も
解
説
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。（
そ

れ
な
の
に
）
今
こ
こ
で
は
、
傳
文
が
な
く
、
注
も
違
い
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て

い
な
い
か
ら
、「
舍0

至
自
晉
」
は
「
隱
如

0

0

至
自
晉
」
と
同
一
の
書
法
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
も
ど
る
の
に
氏
を
と
り
去
っ
て
い
な
い
の
は
單
伯
一
人
で
あ
る

か
ら
、
隱
如
及
び
舍
が
も
ど
る
の
に
は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
氏
を
と
り
去
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
宣
公
元
年
の
春
に
「
公
子
遂

0

0

0

如
齊
逆
女
」
と

あ
り
、（
つ
い
で
）「
三
月
遂0

以
夫
人
婦
姜
至
自
齊
」
と
あ
り
、「
遂
以
夫
人
婦

姜
至
自
齊
」
を
解
説
す
る
傳
に
「
遂
何
以
不
稱
公
子　

一
事
而
再
見
者　

卒
名

也
」
と
あ
り
、
何
注
に
〝「
卒
」
は
、
竟
〔
お
わ
り
、
あ
と
〕
で
あ
る
。
あ
と

の
方
で
名
だ
け
を
舉
げ
て
い
る
の
は
、
省
略
し
た
の
で
あ
る
〟
と
あ
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
一
つ
の
事
件
で
再
び
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
は
、
は
じ
め
の
方
は
氏

族
を
稱
し
、
あ
と
の
方
は
單
に
名
を
稱
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
昭
公
十
三

年
に
「
晉
人
執
季
孫

0

0

隱
如
以
歸
」
と
あ
る
の
に
對
し
て
、
十
四
年
で
は
「
季
孫
」

を
と
り
去
っ
て
「
隱
如
至
自
晉
」
と
い
い
、
二
十
三
年
に
「
晉
人
執
我
行
人
叔0

孫0

舍
」
と
あ
る
の
に
對
し
て
、
二
十
四
年
で
は
「
叔
孫
」
を
と
り
去
っ
て
「
舍

至
自
晉
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
「
一
事
而
再
見
者　

卒
名
也
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
叔
孫
」
の
二
字
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、

明
明
白
白
で
あ
る
。
左
氏
（
經
）
と
穀
梁
（
經
）
と
は
、
な
ら
び
に
「

0

至
自

晉
」
に
作
っ
て
お
り
、「
叔
孫
」
の
二
字
は
な
い
。（
そ
し
て
）
左
氏
（
傳
）
に

は
「

至
自
晉　

尊
晉
也
」
と
あ
り
、
杜
注
に
〝

の
族
〔
氏
〕
を
と
り
去
っ

て
い
る
の
は
、「
晉
を
尊
ぶ
」
た
め
で
あ
る
〟
と
あ
る
。（
ま
た
）
穀
梁
（
傳
）

に
は
「
大
夫
執
則
致　

致
則
挈　

由
上
致
之
也
」
と
あ
り
、
范
注
に
〝「
上
」

と
は
、
宗
廟
を
い
う
。
臣
が
も
ど
っ
た
こ
と
を
（
君
が
）
宗
廟
に
報
告
す
る
場

合
に
は
、
名
だ
け
を
い
う
。
所
謂
「
君
の
前
で
は
臣
は
名
を
い
う
」〔
莊
公
九

年
公
羊
傳
文
、『
禮
記
』
曲
禮
上
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〟
と
あ
る
。
こ
れ
ら

は
み
な
、「
舍
至
自
晉
」
に
つ
い
て
「
叔
孫
」
を
稱
さ
な
い
こ
と
の
明
證
で
あ
り
、

公
羊
に
だ
け
こ
の
二
字
が
あ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
徐
氏
〔
疏
〕
が
見
た
テ
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キ
ス
ト
に
は
、
既
に
ま
ち
が
っ
て
こ
の
二
字
が
增
益
さ
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
、

臆
説
を
述
べ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
氏
（
廣
森
）
の
『
通
義
』
も

（「
再
氏
者　

爲
舍
賢
而
録
之
也
」
と
い
っ
て
）
そ
の
ま
ち
が
い
を
踏
襲
し
て
し

ま
っ
て
い
る
〕
と
あ
る
。
こ
の
王
引
之
の
説
は
、
一
定
の
合
理
性
を
備
え
て
お

り
、
陳
立
の
『
義
疏
』
も
「
王
氏
謂
無
叔
孫　

是
也
」
と
し
て
同
調
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
合
理
性
は
、
あ
く
ま
で
も
、
從

來
の
「
春
秋
」
學
の
範
圍
内
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
一
歩
も
出
て
お
ら
ず
、

こ
の
點
で
は
、
疏
の
合
理
性
と
本
質
的
に
は
か
わ
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
王

引
之
は
、《
春
秋
》
經
文
を
義
例
に
從
っ
て
整
然
と
書
か
れ
た
も
の
、
と
認
識

し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
經
文
は
孔
子
の
暗
號
で
あ
り
、
義
例
は
そ
れ
を
解
讀
す

る
コ
ー
ド
で
あ
る
、
と
信
じ
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う

な
認
識
・
信
念
に
よ
っ
て
「
春
秋
」
學
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
望
蜀

と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
王
引
之
に
は
、
眞
の
意
味
で
の
合
理
性
を
期
待
し

た
か
っ
た
。
眞
の
意
味
で
の
合
理
性
と
は
、
當
然
の
こ
と
だ
が
、〝
經
文
は
暗

號
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
讀
コ
ー
ド
〔
義
例
〕
は
解
讀
者
が
恣
意

的
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
〟、
つ
ま
り
、〝
義
例
が
經
文
の
す
み
ず
み
ま
で
矛

盾
な
く
行
き
渡
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〟
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
疏
の
よ
う
に
、
經
文
を
根
據
に
義
例
を
云
云
し
た
り
、
ま
た
、
王
引

之
の
よ
う
に
、
義
例
を
根
據
に
經
文
を
云
云
し
た
り
、
せ
ず
、
經
文
と
義
例
と

を
分
斷
す
る
こ
と
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
義
例
は
經
文
か
ら
帰
納
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
王
引
之
の
よ
う
な
方
向
は
、
本
末
顚
倒
で
、
あ
る
意
味
、「
春
秋
」

學
の
自
殺
行
爲
で
あ
る
〕。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
眞
の
合
理
性
に
も
と
づ

く
と
、
こ
の
件
に
つ
い
て
何
が
言
え
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
身
も
蓋
も
な
い

が
、〝
こ
の
經
文
に
は
、
傳
・
注
が
な
い
か
ら
、「
叔
孫
」
の
二
字
が
あ
っ
た
の

か
ど
う
か
は
、
所
詮
、
わ
か
ら
な
い
〟
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る

に
、
眞
の
合
理
性
を
求
め
る
な
ら
、
經
文
自
體
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
自
分
で

0

0

0

「
春0

秋0

」
學
を
し
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
筆
者
の

提
唱
す
る
、
禁
欲
的
な
「
春
秋
學
」
學
な
の
で
あ
る
〔
か
く
て
、
拙
譯
『
春
秋

公
羊
傳
何
休
解
詁
』（
汲
古
書
院
）
の
四
五
五
頁
の
當
該
箇
所
の
（
附
）
は
削

除
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
ま
た
、
つ
い
で
で
恐
縮
だ
が
、
同
書
の
二
九
四
頁
及

び
六
〇
八
頁
の
當
該
箇
所
の
譯
文
（
つ
ま
り
、「
竟
」
の
字
の
解
釋
）
は
、
こ

の
小
論
中
の
譯
文
の
よ
う
に
訂
正
し
た
い
〕。

【
失
正
】

王
引
之
『
經
義
述
聞
』
春
秋
穀
梁
傳
〈
出
惡
正
也　

正
在
大
夫
也
〉
に
「
十
九

年
傳　

梁
亡　

出
惡
正
也　

范
注
曰　

正
謂
政
敎　

引
之
謹
案　

正
即
政
之
借

字
也　

又
襄
十
六
年
傳　

諸
侯
會
而
曰
大
夫
盟　

正
在
大
夫
也　

范
注
楊
疏
皆

無
解
釋　

案
正
亦
當
讀
政　

言
當
時
政
在
大
夫　

故
諸
侯
會
而
大
夫
盟
也　

與0

上
文
失
正
之
正
異
義

0

0

0

0

0

0

0

0　

古
政
事
之
政
或
通
作
正　

小
雅
節
南
山
篇
不
自
爲
政　

緇
衣
引
作
正　

天
官
凌
人
掌
冰
正　

故
書
正
爲
政　

文
六
年
左
傳
棄
時
政
也　

漢
書
律
厤
志
引
作
正　

月
令
班
馬
政　

呂
氏
春
秋
仲
夏
紀
政
作
正
」〔（
僖
公
）

十
九
年
の
傳
に
「
梁
亡　

出
惡
正0

也
」
と
あ
り
、
范
注
に
〝「
正
」
と
は
、
政0

敎
を
い
う
〟
と
あ
る
。
私
が
考
え
ま
す
る
に
、「
正
」
は
「
政
」
の
假
借
字
に

他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
襄
公
十
六
年
の
傳
に
「
諸
侯
會
而
曰
大
夫
盟　

正0

在
大

夫
也
」
と
あ
る
の
も
、
范
注
と
楊
疏
と
に
、
い
ず
れ
も
み
な
、
解
釋
が
な
い
が
、

案
ず
る
に
、「
正
」
は
や
は
り「
政
」
と
し
て
讀
む
べ
き
で
あ
る
。（
つ
ま
り
）〝
當
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時
、
政0

（
權
）
が
大
夫
に
あ
っ
た
か
ら
、
諸
侯
が
會
し
な
が
ら
、
大
夫
が
盟
っ

た
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
上
文
の
「
失
正
」
の
「
正
」
と
は
意
味
が
異
な
る
。

昔
は
、
政
事
の
「
政
」
を
通
じ
て
「
正
」
に
作
る
こ
と
が
あ
り
、（
例
え
ば
）〈
小

雅
〉
節
南
山
篇
に
「
不
自
爲
政0

」
と
あ
る
の
を
、〈
緇
衣
〉
で
の
引
用
で
は
「
正
」

に
作
り
、〈
天
官
〉
に「
凌
人
掌
冰
正0

」
と
あ
る
の
を
、
古
書
で
は「
正
」
を「
政
」

と
し
、
文
公
六
年
の
左
傳
に
「
棄
時
政0

也
」
と
あ
る
の
を
、〈
漢
書
〉
律
厤
志

で
の
引
用
で
は
「
正
」
に
作
り
、〈
月
令
〉
に
「
班
馬
政0

」
と
あ
る
の
を
、〈
呂

氏
春
秋
〉
仲
夏
紀
で
は
、「
政
」
を
「
正
」
に
作
っ
て
い
る
〕
と
あ
る
。
な
お
、

文
中
の
「
故
書
正
爲
政
」
と
は
、〈
天
官
〉「
凌
人
掌
冰
正0

歳
十
有
二
月
令
斬
冰
」

の
注
に
「
故
書
正
爲
政

0

0

0

0

0　

鄭
司
農
云　

掌
冰
政　

主
藏
冰
之
政
也　

杜
子
春
讀

掌
冰
爲
主
冰
也　

政
當
爲
正　

正
謂
夏
正
」
と
あ
る
の
を
指
す
。
ち
な
み
に
、

段
玉
裁
『
周
禮
漢
讀
考
』
に
「
按
此
鄭
君
用
杜
説
改
政
爲
正　

下
屬
也　

攷
周

禮
全
書　

言
正
歳
者
皆
謂
寅
月　

言
歳
終
歳
十
有
二
月
者
皆
謂
丑
月　

凡
言
歳

者
皆
謂
夏
正
也　

言
歳
十
有
二
月　

則
爲
夏
正
已
顯
明　

不
必
加
正
字
以
混
於

全
書
内
之
謂
寅
月
者　

司
農
從
故
書
掌
冰
政
爲
長
」〔
按
ず
る
に
、
こ
こ
で
鄭

君
は
、
杜
子
春
の
説
を
用
い
、「
政
」
を
「
正
」
に
改
め
、（「
正0

歳
」
と
し
て
）

下
に
屬
せ
し
め
て
い
る
。『
周
禮
』
全
體
を
調
べ
て
み
る
と
、「
正
歳
」
と
あ
る

場
合
は
い
ず
れ
も
み
な
建
寅
の
月
を
い
い
、「
歳
終
」・「
歳
十
有
二
月
」
と
あ

る
場
合
は
い
ず
れ
も
み
な
建
丑
の
月
を
い
っ
て
い
る
。（
つ
ま
り
）
一
般
に「
歳
」

と
あ
る
の
は
い
ず
れ
も
み
な
夏
正
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
歳
十
有
二
月
」

と
言
っ
た
だ
け
で
、
夏
正
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ

「
正
」
の
字
を
加
え
て
、『
周
禮
』
全
體
の
中
の
建
寅
の
月
を
い
う
場
合
と
混
同

さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
古
書
の「
掌
冰
政0

」
に
從
っ
て
い
る
司
農
の
方
が
ま
さ
っ

て
い
る
〕
と
あ
る
。
ま
た
、
阮
元
〈
挍
勘
記
〉
序
に
「
其
云
故
書

0

0

者　

謂
初
獻

於
秘
府
所
藏
之
本
也　

其
民
間
傳
寫
不
同
者　

則
爲
今
書
」
と
あ
る
。
さ
て
、

王
氏
の
こ
の
通
假
の
説
自
體
は
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
。
問
題
は
「
與
上
文
失
正

之
正
異
義
」
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
失
正
」
の
語
が
登
場
す
る

穀
梁
傳
文
を
檢
索
し
て
み
る
と
、
襄
公
三
年
「
六
月
公
會
單
子
晉
侯
宋
公
衞
侯

鄭
伯
莒
子
邾
子
齊
世
子
光　

己
未
同
盟
于
雞
澤

0

0　

陳
侯
使
袁
僑
如
會　

戊
寅
叔

孫
豹
及
諸
侯
之
大
夫
及
陳
袁
僑
盟
」
の
傳
文
に
①
「
故
雞
澤
之
會　

諸
侯
始
失0

正0

矣　

大
夫
執
國
權
」
と
あ
り
、
同
八
年
「
季
孫
宿
會
晉
侯
鄭
伯
齊
人
宋
人
衞

人
邾
人
于
邢
丘

0

0

」
の
傳
文
に
②
「
見
魯
之
失
正

0

0

也　

公
在
而
大
夫
會
也
」
と
あ

り
、
同
十
六
年
「
三
月
公
會
晉
侯
宋
公
衞
侯
鄭
伯
曹
伯
莒
子
邾
子
薛
伯
杞
伯
小

邾
子
于
湨
梁

0

0　

戊
寅
大
夫
盟
」
の
傳
文
に
③
「
湨
梁
之
會　

諸
侯
失
正

0

0

矣　

諸

侯
會
而
曰
大
夫
盟　

正
在
大
夫
也
」
と
あ
り
、
最
後
の
③
が
件
の
「
失
正
」
に

相
當
す
る
。
今
、
①
の
「
大
夫
執
國
權
」
と
②
の
「
公
在
而
大
夫
會
也
」
と
③

の「
正
在
大
夫
也
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
①
は〝
大
夫
が
國
の
權
柄
を
執
っ

た
〟
と
い
う
こ
と
、
②
は
〝
公
が
（
そ
の
場
に
）
い
な
が
ら
、
大
夫
が
會
し
た
〟

と
い
う
こ
と
、
③
は
、
王
氏
が
言
う
通
り
、〝
政
權
が
大
夫
に
あ
っ
た
〟
と
い

う
こ
と
で
、
三
者
と
も
、
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、

上
の
「
失
正
」
の
説
明
あ
る
い
は
言
い
換
え
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
三
つ

の
「
失
正
」
は
い
ず
れ
も
み
な
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
意
味
は
、〝
政0

（
權
）
を
失
っ
た
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
③
に
關
す
る

鍾
文
烝
『
補
注
』
に
「
亦
政
字
也　

此
承
雞
澤
傳
言　

至
此
遂
失
政
也　

雞
澤

邢
丘
湨
梁
三
傳
文
相
貫
」
と
あ
る
所
以
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
王
氏
の
所
謂
「
異

義
」
は
ま
ち
が
い
で
あ
り
、
逆
に
、「
同
義
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
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れ
な
ら
ば
、「
失
正
」
に
つ
い
て
、
異
義
は
全
く
な
い
の
か
。
實
は
あ
る
。
桓

公
九
年
「
冬
曹
伯
使
其
世
子
射
姑
來
朝
」
の
傳
文
に
④
「
朝
不
言
使　

言
使　

非
正

0

0

也　

使
世
子
伉
諸
侯
之
禮
而
來
朝　

曹
伯
失
正

0

0

矣　

諸
侯
相
見
曰
朝　

以

待
人
父
之
道
待
人
之
子　

以
内
爲
失
正

0

0

矣
」
と
あ
る
の
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
、
上
に
「
非
正
」
と
あ
る
た
め
、
下
の
「
失
正
」
は
、

文
字
通
り
に
〝
正
（
道
）
を
失
う
〟
と
い
う
意
味
に
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
か

ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
穀
梁
に
は
、「
失
政0

」
の
語
は
な
い
。

【
嫡
得
之
也
】

昭
公
五
年
「
秦
伯
卒
」
の
公
羊
傳
文
に
「
何
以
不
名　

秦
者
夷
也　

匿
嫡
之

名
也
」
と
あ
り
、
何
注
に
「
嫡
子
生　

不
以
名
令
于
四
竟　

擇
勇
猛
者
而
立
之
」

〔
嫡
子
が
生
ま
れ
て
も
、
名
を
全
國
に
布
告
し
な
い
。
勇
猛
な
者
を
擇
ん
で
（
君

と
し
て
）
立
て
る
か
ら
で
あ
る
〕
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
に
「
其
名
何　

嫡
得

0

0

之
也

0

0

」
と
あ
り
、
何
注
に
「
獨
嬰
稻
以
嫡
得
立
之
」〔
嬰
〔
罃
〕・
稻
の
場
合
だ

け
は
、
嫡
子
の
身
で
（
君
と
し
て
）
立
つ
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
る
〕
と
あ
る

が
、
こ
れ
に
對
し
て
、
兪
樾
『
羣
經
平
議
』〈
春
秋
公
羊
傳
〉
に
「
樾
謹
按　

此
傳
之
義　

甚
不
可
曉　

秦
既
匿
嫡
子
之
名
矣　

何
以
嫡
子
得
立　

其
名
又
得

書
於
春
秋
乎　

今
按　

説
文
女
部　

嫡　

也　

　

謹
也　

是
嫡
本
非
嫡
庶

字　

凡
嫡
庶
字
古
作
適　

隱
元
年
傳　

立
適
以
長
不
以
賢　

其
字
作
適
不
作
嫡

可
證
也　

此
傳
嫡
字
疑
古
本
皆
作
適　

兩
適
字
異
義　

匿
適
之
名
也　

此
適
庶

之
適　

言
秦
人
於
適
子
之
名
皆
隱
匿
之　

其
所
以
隱
匿
之
者　

正
以
欲
立
爲
君

之　

故
不
使
人
指
斥
之　

非
如
何
氏
所
謂
擇
勇
猛
者
而
立
之
也　

適
得
之
也　

此
適
然
之
適　

言
秦
人
於
適
子
之
名
皆
隱
匿
之　

故
秦
諸
君
名
竝
不
箸　

惟
文

十
八
年
秦
伯
罃
卒　

宣
四
年
秦
伯
稻
卒　

兩
君
獨
名
者　

乃
適
得
之
也　

猶
云

偶
然
得
之　

襄
八
年
傳　

侵
而
言
獲
者　

適
得
之
也　

與
此
傳
文
正
同　

因
字

誤
作
嫡　

遂
不
可
解
矣
」〔
私
が
考
え
ま
す
る
に
、（
こ
の
ま
ま
で
は
）
こ
の
傳

の
意
味
は
非
常
に
不
可
解
で
あ
る
。
秦
は
嫡
子
の
名
を
か
く
す
の
に
、
ど
う
し

て
、
嫡
子
が
（
君
と
し
て
）
立
つ
こ
と
が
出
來
、
さ
ら
に
そ
の
名
を
《
春
秋
》

に
書
く
こ
と
が
出
來
る
の
か
。
い
ま
按
ず
る
に
、『
説
文
』
女
部
に「
嫡　

也
」

と
あ
り
、「
　

謹
也
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
嫡
」
は
本
來
、
嫡
庶
を
あ
ら
わ

す
字
で
は
な
い
。
一
般
に
、
嫡
庶
を
あ
ら
わ
す
字
は
、
古
く
は
「
適
」
に
作
っ

て
い
た
。
隱
公
元
年
の
傳
文
に
「
立
適0

以
長
不
以
賢
」
と
あ
っ
て
、
嫡
庶
を
あ

ら
わ
す
字
を
「
適
」
に
作
り
、「
嫡
」
に
作
っ
て
い
な
い
の
が
、
そ
の
證
據
で

あ
る
。（
だ
か
ら
）
こ
の
傳
の
（
二
つ
の
）「
嫡
」
の
字
も
、
古
本
で
は
、
い
ず

れ
も
み
な
、「
適
」
に
作
っ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。（
た
だ
し
）
二
つ
の「
適
」

の
字
は
意
味
が
異
な
る
。「
匿
適0

之
名
也
」
の
方
は
、
適
庶
の
適
で
あ
り
、〝
秦

人
は
、
適
子
の
名
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
み
な
か
く
す
〟
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

か
く
す
わ
け
は
、（
將
來
）
立
て
て
君
に
す
る
都
合
上
、
人
に
そ
の
名
を
指
斥

さ
せ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
何
氏
の
言
う
よ
う
に
〝
勇
猛
な
者
を
擇
ん
で

（
君
と
し
て
）
立
て
る
か
ら
〟
で
は
な
い
。「
適0

得
之
也
」
の
方
は
、
適
然
の
適

で
あ
り
、〝
秦
人
は
、
適
子
の
名
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
み
な
か
く
す
か
ら
、

秦
の
諸
々
の
君
の
名
は
な
ら
び
に
明
ら
か
で
な
く
、
わ
ず
か
に
、
文
公
十
八
年

に
「
秦
伯
罃
卒
」
と
あ
り
、
宣
公
四
年
に
「
秦
伯
稻
卒
」
と
あ
っ
て
、
兩
君
に

だ
け
名
を
い
っ
て
い
る
の
は
、
適
然
と
し
て
得
た
か
ら
で
あ
る
〟
と
い
う
意
味

で
あ
る
。（
つ
ま
り
）〝
偶
然
に
得
た
〟
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。（
な
お
）

襄
公
八
年
の
傳
文
に
「
侵
而
言
獲
者　

適
得
之
也

0

0

0

0

」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
の
傳
と
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表
現
が
ぴ
っ
た
り
同
じ
で
あ
る
。（
こ
こ
は
）
字
を
誤
っ
て
「
嫡
」
に
作
っ
た

た
め
、
そ
の
ま
ま
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
兪
樾

の
こ
の
説
は
、
合
理
的
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
實
は
、
奇
妙
な
點
が
二

つ
あ
る
。
一
つ
は
、
小
さ
な
點
だ
が
、「
其
所
以
隱
匿
之
者　

正
以
欲
立
爲
君

之　

故
不
使
人
指
斥
之
」
と
い
う
件
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
が
ど
う
し

て
夷
狄
特
有

0

0

0

0

の
理
由
に
な
る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
〔
中
國
で
あ
っ
て
も
、

同
じ
理
由
が
つ
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
〕
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
説
を

長
々
と
引
用
し
、「
按
兪
義
亦
通
」
と
し
て
一
應
は
認
め
る
陳
立
『
義
疏
』
さ

え
も
、
最
後
に
は
、「
然
何
氏
擇
勇
猛
之
語
必
非
臆
撰
」
と
言
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
て
、
も
う
一
つ
が
大
き
な
點
で
、
そ
れ
は
「
襄
八
年
傳　

侵
而
言
獲

者　

適
得0

之
也　

與
此
傳
文
正
同
」
と
い
う
件
に
關
わ
る
。
襄
公
八
年
の
當
該

經
文
は
「
鄭
人
侵
蔡　

獲
蔡
公
子
燮
」
で
、
傳
文
は
〝（
こ
こ
は
侵
し
た
の
に
、

「
獲
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
）
侵
し
て
「
獲
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

た
ま
た
ま

0

0

0

0

得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〟
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
今
、
こ
の
傳
文

で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
「
得
」
の
字
で
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
〝
と
ら
え
る
〟

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
得
」
は
、
當
時
の
こ
と
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

を

説
明
し
て
い
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
件
の
「
得
」
を
み
る
と
、

兪
樾
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、〝
知
る
〟
と
い
う
意
味
に
な
る
。
つ
ま
り
、《
春0

秋0

》
の
書
法

0

0

0

を
説
明
し
て
い
る
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る〔
兪
樾
の「
其

名
又
得
書
於
春
秋
乎
」
と
い
う
言
い
方
を
參
照
〕。
同
じ
「
得
」
が
、
こ
の
よ

う
に
範
疇
違
い
の
言
葉
で
あ
っ
て
よ
い
の
か
。
そ
こ
で
、
公
羊
傳
の
他
の
「
得
」

を
調
べ
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
み
な
、
當
時
の
こ
と
が
ら
を
説
明
し
て
い
る
も

の
で
あ
っ
て
、《
春
秋
》
の
書
法
を
説
明
し
て
い
る
も
の
は
な
い
〔
そ
も
そ
も
、

〝
た
ま
た
ま
知
っ
た
〟
で
は
、
特
に
義
は
な
く
、
書
法
の
説
明
と
し
て
奇
妙
で

あ
る
〕。
だ
と
す
る
と
、
件
の
昭
公
五
年
の
「
嫡
得0

之
也
」
の
「
得
」
も
、
他

の
場
合
と
同
樣
に
、
當
時
の
こ
と
が
ら
を
説
明
し
て
い
る
も
の
、
と
解
す
る
の

が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
得
」
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
と
、

「
嫡
」
は
、
わ
ざ
わ
ざ
「
適
」
に
直
し
て
適
然
〔
た
ま
た
ま
〕
の
意
味
に
解
す

る
よ
り
、
こ
の
ま
ま
で
、
上
の
「
匿
嫡
之
名
也
」
の
「
嫡
」
と
同
じ
く
、
嫡
子

の
意
味
に
解
す
る
方
が
、（「
得
」
の
主
語
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
）

こ
と
が
ら
の
叙
述

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
ず
っ
と
通
り
が
よ
い
。
否
、
そ
う
解
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
隱
公
七
年
「
滕
侯
卒
」
の
穀
梁
傳
文
に
「
滕
侯
無
名　

少
曰
世
子　

長
曰
君　

狄
道
也　

其
不
正
者
名
也

0

0

0

0

0

0

」
と
あ
り
、
范
注
に
「
戎
狄

之
道　

年
少
之
時
稱
曰
世
子　

長
立
之
號
曰
君　

其
非
正
長
嫡　

然
後
有
名
爾　

責
滕
侯
用
狄
道
也
」〔
戎
狄
の
道
で
は
、
年
少
の
と
き
の
稱
を
「
世
子
」
と
い
い
、

長
じ
て
立
っ
た
と
き
の
號
を
「
君
」
と
い
う
。
正
嫡
で
な
い
場
合
に
は
じ
め
て
、

名
が
あ
る
。（
こ
こ
は
）
滕
侯
が
狄
道
を
用
い
た
こ
と
を
責
め
た
の
で
あ
る
〕

と
あ
っ
て
、
當
該
經
文
は
異
な
る
が
、
こ
の
穀
梁
傳
文
「
其
不
正
者

0

0

0

名
也
」
は
、

件
の
公
羊
傳
文
「
其
名
何　

嫡0

得
之
也
」
に
對
す
る
反
論
と
考
え
ら
れ
る
、
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
羊
が
〝
名
を
い
っ
て
い
る
（
場
合
が
あ
る
）
の
は
な

ぜ
か
。（
そ
の
場
合
は
）
正
嫡

0

0

が
（
君
と
し
て
）
立
つ
こ
と
が
出
來
た
か
ら
で

あ
る
〟、
す
な
わ
ち
〝
正
嫡
の
場
合

0

0

0

0

0

に
名
を
い
う
〟
と
言
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

穀
梁
は
、
そ
れ
へ
の
反
論
と
し
て
、〝
正
嫡
で
な
い
場
合

0

0

0

0

0

0

0

に
限
っ
て
名
を
い
う
〟

と
言
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、〝
か
た
や
昭
公
五
年
、
か
た

や
隱
公
七
年
と
、
當
該
經
文
が
全
く
異
な
る
の
に
、
反
論
と
い
え
る
の
か
〟
と

い
う
反
論

0

0

が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
實
は
、
昭
公
五
年
「
秦
伯
卒
」
の
穀
梁
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疏
に
「
徐
邈
云　

秦
伯
不
名　

用
狄
道

0

0

也
」
と
あ
っ
て
、
穀
梁
に
は
、
こ
こ
に

傳
文
は
な
い
も
の
の
、
隱
公
七
年
の
傳
文
を
こ
こ
の
經
に
引
き
當
て
る
〔
つ
ま

り
、
昭
公
五
年
と
隱
公
七
年
と
の
二
つ
の
經
文
を
、
同
じ
書
法
に
よ
る
も
の
と

考
え
る
〕
傳
統
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、〝
反
論
と
い
え
る
〟
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
兪
樾
も
「
此
傳
之
義　

甚
不
可
曉
」
と
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
公
羊
傳
文
の
論
理
を
た
ど
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
穀
梁

が
反
論
し
て
い
る
わ
け
も
、（
單
に
異
を
唱
え
る
た
め
で
は
な
く
）
案
外
、
こ

の
邊
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
筆
者
に
と
っ
て
も
、
穀
梁
の
論
理
の
方
が（
是

非
は
不
明
な
が
ら
）
ず
っ
と
た
ど
り
や
す
い
〔
な
お
、
以
上
の
小
論
か
ら
し
て
、

拙
譯
『
春
秋
公
羊
傳
何
休
解
詁
』（
汲
古
書
院
）
の
四
二
八
頁
の
當
該
箇
所
の

（
附
）
は
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
を
か
り
て
、
お
詫
び
し
、
削
除
し

た
い
〕。

【
郛
之
也
】

昭
公
二
十
九
年
「
冬
十
月
運
潰
」
の
公
羊
傳
文
に
「
邑
不
言
潰　

此
其
言
潰

何
」
と
あ
り
、
何
注
に
「
据
國
曰
潰　

邑
曰
叛
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
に
「
郛0

之
也

0

0

」
と
あ
り
、
何
注
に
「
郛　

郭
」
と
あ
り
、
徐
疏
に
「
郭
之
猶
云
國
之　

但
古
今
異
語
也
」
と
あ
り
、
つ
づ
く
傳
文
に
「
曷
爲
郛
之　

君
存
焉
爾
」
と
あ

り
、
何
注
に
「
昭
公
居
之　

故
從
國
言
潰　

明
罪
在
公
也　

不
言
國
之　

言
郛

之
者　

公
失
國
也
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
兪
樾
『
羣
經
平
議
』〈
春

秋
公
羊
傳
〉
に
「
樾
謹
按　

郭
不
訓
國　

疏
謂
郭
之
猶
曰
國
之　

失
何
氏
之
旨

矣　

何
氏
訓
郛
爲
郭　

郭　

大
也　

玉
篇
邑
部
曰　

郭　

大
也　

郭
爲
大　

故

郛
亦
爲
大　

初
學
記
引
風
俗
通
義
曰　

郭
亦
謂
之
郛　

郛
者
亦
大
也　

是
其
義

也　

郛
之
猶
曰
大
之　

邑
不
言
潰
而
此
言
潰　

乃
張
而
大
之
之
意　

所
以
張
而

大
之
者　

正
以
君
存
焉
爾　

古
人
之
文　

亦
或
避
習
用
之
字
而
代
以
它
字　

文

八
年
左
傳
曰　

珍
之
也　

杜
注
曰　

珍　

貴
也　

此
傳
不
曰
大
之
而
曰
郛
之　

猶
彼
傳
不
曰
貴
之
而
曰
珍
之
矣　

莊
子
秋
水
篇
曰　

　

大
之
殷
也　

即
郛

之
異
文
也
」〔
私
が
考
え
ま
す
る
に
、「
郭
」
は
「
國
」
と
は
訓
め
な
い
。
疏
が

〝「
郭
之
」
は
「
國
之
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
〟
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
何

氏
の
旨
意
か
ら
外
れ
て
い
る
。
何
氏
は「
郛
」
を「
郭
」
と
訓
ん
で
い
る
が
、（
そ

の
）「
郭
」
は
「
大
」
で
あ
る
。『
玉
篇
』
邑
部
に
〝「
郭
」
は
「
大
」
で
あ
る
〟

と
あ
る
。「
郭
」
が
「
大
」
で
あ
る
か
ら
、「
郛
」
も
ま
た
「
大
」
な
の
で
あ
る
。

『
初
學
記
』
に
引
く
〈
風
俗
通
義
〉
に
〝「
郭
」
は
「
郛
」
と
も
い
う
。「
郛
」

も
ま
た
「
大
」
で
あ
る
〟
と
あ
る
の
が
、
そ
の
説
明
で
あ
る
。（
つ
ま
り
）「
郛

之
」
は
「
大
之
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
り
、（
傳
全
體
の
意
味
は
）〝
邑
に
は

「
潰
」
と
言
わ
な
い
は
ず
な
の
に
、
こ
こ
で
「
潰
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
大

き
く
表
現
し
よ
う
と
し
て
で
あ
り
、
大
き
く
表
現
し
よ
う
と
し
た
わ
け
は
、
君

が
こ
こ
に
い
た
か
ら
で
あ
る
〟
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
古
人
の
文
で
は
、
常
用

の
字
を
避
け
て
、
代
わ
り
に
他
の
字
を
あ
て
る
場
合
が
あ
る
。
文
公
八
年
の
左

傳
に
「
珍
之
也
」
と
あ
り
、
杜
注
に
「
珍　

貴
也
」
と
あ
る
。
こ
こ
の
傳
が
「
大

之
」
と
言
わ
ず
に
「
郛
之
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
か
し
こ
の
傳
が
「
貴
之
」

と
言
わ
ず
に
「
珍
之
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。（
な
お
）『
莊
子
』

秋
水
篇
に
「

0　

大0

之
殷
也
」
と
あ
り
、「

」
は
「
郛
」
の
異
文
に
他
な
ら

な
い
〕
と
あ
る
。
今
こ
こ
で
は
、
こ
の
兪
樾
の
説
を
出
し

0

0

に
し
て
、
傳
文
「
郛

之
也
」
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
徐
疏
が「
郭
之
猶
云
國
之
」
と
言
っ

て
い
る
わ
け
は
、
桓
公
七
年
「
春
二
月
己
亥
焚
咸
丘
」
の
傳
文
に
①
「
咸
丘
者
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何　

邾
婁
之
邑
也　

曷
爲
不
繋
乎
邾
婁　

國
之
也

0

0

0　

曷
爲
國
之　

君
存
焉
爾
」

と
あ
り
、
莊
公
二
年
「
夏
公
子
慶
父
帥
師
伐
於
餘
丘
」
の
傳
文
に
②
「
於
餘
丘

者
何　

邾
婁
之
邑
也　

曷
爲
不
繋
乎
邾
婁　

國
之
也

0

0

0　

曷
爲
國
之　

君
存
焉

爾
」
と
あ
り
、
僖
公
二
年
「
虞
師
晉
師
滅
夏
陽
」
の
傳
文
に
③
「
夏
陽
者
何　

郭
之
邑
也　

曷
爲
不
繋
于
郭　

國
之
也

0

0

0　

曷
爲
國
之　

君
存
焉
爾
」
と
あ
る
か

ら
で
あ
っ
て
、
①
・
②
・
③
の
「
國
之
也　

曷
爲
國
之　

君
存
焉
爾
」
と
、
件

の
「
郛
之
也　

曷
爲
郛
之　

君
存
焉
爾
」
と
を
比
べ
て
み
れ
ば
、「
郛
之
」
つ

ま
り
「
郭
之
」
と
、「
國
之
」
と
が
同
等
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
極
め
て
自

然
な
こ
と
で
あ
る
。
何
注
も
「
据
國0

曰
潰　

邑
曰
叛
」〔〝
國
の
場
合
に
は
「
潰
」

と
い
い
、
邑
の
場
合
に
は
「
叛
」
と
い
う
〟（
僖
公
四
年
傳
文
）
か
ら
〕
と
言
い
、

「
從
國0

言
潰
」〔
國
（
の
表
現
）
に
從
っ
て
「
潰
」
と
い
い
〕
と
言
っ
て
、
つ
ね

に
「
國
」
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
、
徐
疏
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
〔
ち
な
み
に
、「
不
言
國
之　

言
郛
之
者　

公
失
國
也
」〝「
國
之
」
と

言
わ
ず
、「
郛
之
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
公
が
國
を
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
〟
と
い
う
の
は
、「
國
之
」
と
「
郛
之
」
と
を
同
等
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
の

言
い
方
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
郛　

郭
」
は
、
文
公
十
五
年
「
齊
侯
侵
我
西
鄙　

遂
伐
曹
入
其
郛
」
の
傳
文
「
郛
者
何　

恢
郭
也
」
を
單
に
な
ぞ
っ
た
だ
け
の
も

の
で
あ
ろ
う
〕。
だ
か
ら
、
兪
樾
が
「
疏
謂
郭
之
猶
曰
國
之　

失
何
氏
之
旨
矣
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、「
郛
之
」

と
「
國
之
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
點
で
同
等
な
の
か
、
つ
ま
り
、「
郛
之
」
と
は
、

ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
か
り
に
、
兪
樾
の
説
に
從
っ
て
、「
郛
」
を
「
大
」

に
換
え
て
み
る
と
、
傳
文
は
「
邑
不
言
潰　

此
其
言
潰
何　

大
之
也

0

0

0　

曷
爲
大

之　

君
存
焉
爾
」
と
な
る
。
そ
し
て
、「
大
之
也
」
な
ら
ば
、
三
編
の【
大
之
也
】

の
項
で
既
に
考
察
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
議
論
の
要
點
は
、
公
羊
傳
文
に
し
ば

し
ば
み
ら
れ
る
「
大
之
也
」
の
「
大
」
は
、〝
ほ
め
る
〟
と
か
〝
た
っ
と
ぶ
〟

と
か
、
あ
る
い
は
〝
由
由
し
き
こ
と
と
す
る
〟
と
か
い
う
よ
う
な
、
價
値
判
斷

0

0

0

0

の
言
葉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
、
そ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、

「
大
之
也
」
は
、
書
法
自
體
の
説
明
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
書
法
を
と
っ

て
い
る
理
由

0

0

の
説
明
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
之
」
は
、
表
現
〔
書
法
〕

で
は
な
く
て
、
内
容

0

0

〔
事
件
・
事
象
〕
を
指
す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え

ば
、
文
公
十
一
年
「
冬
十
月
甲
午
叔
孫
得
臣
敗
狄
于
鹹
」
の
傳
文
に
「
其
言
敗

何　

大
之
也

0

0

0　

其
日
何　

大
之
也

0

0

0　

其
地
何　

大
之
也

0

0

0

」
と
あ
る
の
は
、〝「
敗
」

と
言
っ
て
い
る
〟
と
か
〝
日
を
い
っ
て
い
る
〟
と
か
〝
地
を
い
っ
て
い
る
〟
と

か
い
う
の
が
、
書
法
で
あ
り
、「
之
」
と
は
、
共
通
し
て
、
こ
の
事
件
を
指
す〔
も

し
、
こ
の
よ
う
な
、
書
法
と
事
件
・
事
象
と
の
違
い
が
わ
か
り
に
く
け
れ
ば
、

「
大
之
也
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
有
名
な
隱
公
元
年
の
傳
文
「
何
言
乎
王

正
月　

大
一
統
也

0

0

0

0

」
を
見
れ
ば
よ
い
。
明
ら
か
に
、「
王
正
月
」
が
書
法
で
あ
り
、

「
之
」
に
相
當
す
る
「
一
統
」
は
事
象
で
あ
る
〕。
ひ
る
が
え
っ
て
、
兪
樾
の
所

謂
「
大
之
也
」
を
み
る
と
、
こ
ち
ら
は
明
ら
か
に
書
法
自
體
の
説
明
で
あ
っ
て
、

「
之
」
は
表
現
〔
書
法
〕
を
指
し
て
お
り
、
公
羊
傳
文
の
「
大
之
也
」
と
は
異

質
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
公
羊
傳
文
の
仲
間
に
入
れ
る
わ
け

に
は
ゆ
か
な
い
。
つ
ま
り
、「
郛
」
は
「
大
」
で
あ
る
と
す
る
兪
樾
の
説
は
ま

ち
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
そ
も
そ
も
、
國
（
都
）
を
「
大
」
と

（
し
、
邑
を
小
と
）
す
る
の
は
、
兪
樾
の
勝
手
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
〕。
さ
て
、

も
と
に
も
ど
っ
て
、「
郛
之
」〔
郛
と
み
な
す
〕
と
「
國
之
」〔
國
と
み
な
す
〕

と
は
、
ど
の
よ
う
な
點
で
同
等
な
の
か
〔
な
お
、〝
み
な
す
〟
と
譯
す
こ
と
に
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つ
い
て
は
、
①
の
何
注
に
「
加
之
者　

辟
實
國
也
」
と
あ
る
の
を
參
照
〕。
以

下
は
、
確
か
な
證
據
の
あ
る
話
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
筆
者
の
想
像
だ
が
、

「
郛
」
と
「
國
」
と
は
、
レ
ベ
ル
こ
そ
違
う
も
の
の
、
同
じ
く
國
都

0

0

を
指
す
言

葉
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
〔「
國
」
が
國
都
を
指
す
方
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ

う
が
〕。
つ
ま
り
、
國
都
の
こ
と
を
、
國0

を
象
徴
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
抽
象

度
の
高
い
全
體
的
な
言
葉
で
言
っ
た
の
が
「
國
」
で
あ
り
、
郛0

で
圍
ま
れ
た
と

こ
ろ
と
し
て
、
逆
に
、
具
象
度
の
高
い
局
所
的
な
言
葉
で
言
っ
た
の
が
「
郛
」

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
〔
ち
な
み
に
、
隱
公
五
年
の
左
氏
傳

文
に「
公
聞
其
入
郛0

也　

將
救
之　

問
於
使
者
曰　

師
何
及　

對
曰　

未
及
國0

」

と
あ
り
、
哀
公
十
七
年
の
左
氏
傳
文
に
「
冬
十
月
晉
復
伐
衞　

入
其
郛0　

將
入

城0

」
と
あ
る
の
は
、「
郛
」
と
「
國
」
と
に
、
そ
し
て
、「
郛
」
と
「
城
」
と
に
、

場
所
と
し
て
深
・
淺
の
差
違
が
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
だ
が
、
見
方
を
か
え
れ

ば
、
兩
者
の
距
離
は
極
め
て
近
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
〕。
な
お
、
こ
こ
の

場
合
だ
け
、「
國
」
と
言
わ
ず
に
「
郛
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
は
、
何
注
に
一

應
の
説
明
が
あ
る
が
、
實
の
と
こ
ろ
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
傳
文
の
前
半
の
構

造
が
①
・
②
・
③
と
や
や
異
な
る
こ
と
と
何
ら
か
の
關
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
〔
な
お
、
以
上
の
小
論
か
ら
し
て
、
拙
譯
『
春
秋
公
羊
傳
何
休
解
詁
』（
汲

古
書
院
）
の
四
六
七
頁
の
當
該
箇
所
の（
附
）
は
、
削
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〕。

【
會
于
温
言
】

僖
公
二
十
八
年「
天
王
守
于
河
陽　

壬
申
公
朝
於
王
所
」
の
穀
梁
傳
文
に「
會0

于
温
言

0

0

0　

小
諸
侯　

温　

河
北
地　

以
河
陽
言
之　

大
天
子
也
」
と
あ
り
、
范

注
に
「
温
河
陽
同
耳　

小
諸
侯　

故
以
一
邑
言
之　

尊
天
子　

故
以
廣
大
言
之

〔「
温
」
と
「
河
陽
」
と
は
同
じ
で
あ
る
。
諸
侯
を
小
と
す
る
〔
卑
し
む
〕
か
ら
、

一
邑
（
の
名
稱
）
を
用
い
て
言
う
の
で
あ
る
。
天
子
を
尊
ぶ
〔
大
と
す
る
〕
か

ら
、
廣
大
（
な
名
稱
）
を
用
い
て
言
う
の
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
こ
の
傳
文
に
つ

い
て
、
兪
樾
『
羣
經
平
議
』〈
春
秋
穀
梁
傳
〉
に
「
樾
謹
按　

于
字
乃
以
字
之

誤　

會
以
温
言
四
字
爲
句　

蓋
温
與
河
陽
本
是
一
地　

諸
侯
之
會　

以
温
言
之

者　

小
之
也　

天
子
之
守　

以
河
陽
言
之
者　

大
之
也　

下
文
曰　

以
河
陽
言

之　

大
天
子
也　

然
則
此
文
作
會
以
温
言
（
句
）
小
諸
侯
（
句
）
明
矣
」〔
私

が
考
え
ま
す
る
に
、「
于
」
の
字
は
「
以
」
の
字
の
誤
り
で
あ
り
、「
會
以0

温
言
」

の
四
字
で
一
句
を
な
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、「
温
」
と
「
河
陽
」
と
は
本
來
、

同
一
の
地
で
あ
っ
て
、（
上
の
）
諸
侯
の
會
の
場
合
に
、「
温
」
を
用
い
て
言
っ

て
い
る
の
は
、
諸
侯
を
小
と
し
て
で
あ
り
、（
こ
こ
の
）
天
子
の
巡
守
の
場
合
に
、

「
河
陽
」
を
用
い
て
言
っ
て
い
る
の
は
、
天
子
を
大
と
し
て
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
下
文
に
「
以0

河
陽
言
之　

大
天
子
也
」
と
あ
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
文
が
「
會
以0

温
言
（
句
切
）
小
諸
侯
（
句
切
）」
に
作
っ
て
い
た
こ
と
は

明
白
で
あ
る
〕
と
あ
る
。
ま
た
、
于
鬯『
香
草
校
書
』〈
春
秋
穀
梁
傳
一
〉
に「
鬯

案　

此
倒
文
法
也　

會
于
温
言　

猶
曰
言
會
于
温　

上
文
云　

言
曰
公
朝　

逆

辭
也　

而
尊
天
子　

言
字
著
在
句
首　

故
此
避
複　

以
言
字
倒
著
句
尾
耳　

兪

蔭
甫
太
史
平
議
謂
于
字
乃
以
字
之
誤　

似
不
必
破
字
（
李
深
秋
茂
才
云　

范
楊

陸
義
及
先
師
補
注
皆
無
異
説　

兪
氏
獨
欲
破
于
爲
以　

固
屬
穿
鑿　

然
以
爲
倒

文　

亦
未
見
其
必
然　

穀
梁
本
有
言
不
言
之
例　

言
謂
經
所
言　

不
言
謂
經
所

不
言　

與
公
羊
同　

此
言
字
屬
下
讀　

不
指
經
所
言　

乃
解
經
之
辭　

與
三
十

年
傳
此
言
不
敢
叛
京
師
之
言
略
相
似　

温
河
陽
本
一
地　

會
于
温
三
字
句　

目

上
經
文
謂
經
文
會
于
温
者　

經
意
蓋
言
小
諸
侯
也　

温　

河
北
地　

蒙
上
傳
水
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北
爲
陽
二
句
而
言　

見
温
雖
在
河
北　

亦
可
稱
河
陽　

故
即
以
河
陽
言
之　

取

大
天
子
之
義　

大
上
無
言
者　

省
文
也　

以
河
陽
言
之
及
上
言
曰
公
朝
兩
言
字

倶
從
常
例　

與
會
于
温
下
之
言
不
同
）」〔
私
が
考
え
る
に
、
こ
こ
は
倒
置
法
で
、

「
會
于
温
言0

」
は
、「
言0

會
于
温
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
上
文
で
「
言0

曰

公
朝　

逆
辭
也　

而
尊
天
子
」
と
い
い
、「
言
」
の
字
を
句
頭
に
置
い
て
い
る

か
ら
、
こ
こ
で
は
、
重
複
を
避
け
、「
言
」
の
字
を
句
末
に
倒
置
し
た
の
で
あ
る
。

兪
樾
の
『
平
議
』
は
〝「
于
」
の
字
は
「
以
」
の
字
の
誤
り
で
あ
る
〟
と
言
っ

て
い
る
が
、（
わ
ざ
わ
ざ
）
字
を
直
す
必
要
は
あ
る
ま
い
（
李
深
秋
が
言
う

─
─
范
甯
・
楊
士
勛
・
陸
德
明
の
解
釋
及
び
先
師
〔
鍾
文
烝
〕
の
『
補
注
』
に

は
、
い
ず
れ
も
み
な
、
異
説
が
な
い
。
兪
氏
だ
け
が
「
于
」
を
「
以
」
に
直
そ

う
と
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
穿
鑿
の
部
類
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、（
こ

の
よ
う
に
）
倒
置
と
す
る
の
も
、
絶
對
に
そ
う
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

〈
穀
梁
〉
に
は
本
來
、「
言
」・「
不
言
」
の
例
が
あ
る
。「
言
」
と
は
、
經
が
そ

う
言
っ
て
い
る
こ
と
を
い
い
、「
不
言
」
と
は
、
經
が
そ
う
言
っ
て
い
な
い
こ

と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、〈
公
羊
〉
と
同
じ
で
あ
る
。（
し
か
し
）
こ
こ
の
「
言
」

の
字
は
、
下
に
つ
ら
ね
て
讀
む
。（
つ
ま
り
）
經
が
そ
う
言
っ
て
い
る
こ
と
〔
經

の
書
法
自
體
〕
を
指
す
の
で
は
な
く
、
經
（
の
書
法
）
を
解
説
す
る

0

0

0

0

こ
と
ば
な

の
で
あ
っ
て
、
三
十
年
の
傳
「
此
言0

不
敢
叛
京
師
」
の
「
言
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
。「
温
」
と
「
河
陽
」
と
は
本
來
、
同
一
の
地
で
あ
る
。「
會
于
温
」
の
三

字
句
は
、
上
の
經
文
を
指
し
て
、〝
經
文
に
「
會
于
温0

」
と
あ
る
の
は
〟
と
言
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
經
の
意
味
〔
解
説
〕
が
、「
言
小
諸
侯
」
な
の
で
あ
る
。

「
温　

河
北
地
」
は
、
上
の
傳
「
水
北0

爲
陽0

（
山
南
爲
陽
）」
の
二
句
を
承
け
て

言
っ
て
お
り
、
温
は
河
北0

に
あ
る
け
れ
ど
も
、
河
陽0

と
も
稱
す
る
こ
と
が
出
來

る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
以
河
陽
言
之
」〔
經

が
「
河
陽
」
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
〕
に
即
し
て
、「
大
天
子
」
と
い

う
義
を
讀
み
取
っ
た
の
で
あ
る
。「
大
」
の
上
に
「
言
」
が
な
い
の
は
、
省
略

し
た
の
で
あ
る
。「
以
河
陽
言0

之
」
及
び
上
の
「
言0

曰
公
朝
」
の
二
つ
の
「
言
」

の
字
は
、
と
も
に
常
例
に
從
っ
た
も
の〔
經
の
書
法
自
體
を
指
す
も
の
〕
で
あ
っ

て
、「
會
于
温
」
の
下
の
「
言
」〔
經
の
書
法
を
解
説
す
る
も
の
〕
と
は
同
じ
で

な
い
）〕
と
あ
る
。
今
こ
こ
で
は
、
李
氏
の
説
を
檢
討
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
説
だ
け
が
、
廣
く
傳
の
體
例
に
觸
れ
て
い
る
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
體
例

と
は
、
彼
の
所
謂
「
經
所
言
」・「
經
所
不
言
」
と
「
解
經
之
辭
」
と
に
關
わ
る
。

つ
ま
り
、
Ⓐ
〝
經
の
書
法
自
體
〟
と
Ⓑ
〝
經
の
書
法
の
解
説
〟
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
一
般
に
、
傳
は
、
ま
ず
Ⓐ
が
提
示
さ
れ
、
つ
い
で
、
Ⓑ
が
叙
述
さ
れ
る
、

と
い
う
型
を
と
る
。
こ
の
う
ち
、
Ⓐ
に
つ
い
て
は
、
特
に
問
題
は
な
い
。
問
題

と
す
べ
き
は
、
Ⓑ
の
方
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
傳
は
、
經
を
解
説

0

0

す
る

0

0

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
傳
は
す
べ
て
、

「
Ⓐ
言0

Ⓑ
」
と
い
う
（
李
氏
の
所
謂
「
言
」
が
あ
る
）
型
を
と
っ
て
も
よ
い
は

ず
だ
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
煩
瑣
な
た
め
だ
ろ
う
か
、
實
際
に
は
「
Ⓐ　

Ⓑ
」
と
、「
言
」
が
無
い
型
の
方
が
は
る
か
に
多
い
〔
も
ち
ろ
ん
、
意
味
は
同

じ
で
あ
る
〕。
つ
ま
り
、
李
氏
の
所
謂
「
解
經
之
辭
」
と
し
て
の
「
言
」
は
、

數
が
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
よ
う
な
「
言
」

に
つ
い
て
、
具
體
的
に
檢
討
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
確
認
し
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
李
氏
は
氣
づ
い
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
一
言
で〝
經

の
書
法
の
解
説
〟
と
い
っ
て
も
、
實
は
、
二
つ
の
種
類
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
一
つ
は
、
孔
子
を
主
語
と
す
る
價
値
の
判
斷

0

0

0

0

0

〔
襃
貶
〕
で
あ
り
、
も
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う
一
つ
は
、
登
場
人
物
を
主
語
と
す
る
事
件
の
叙
述

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
お

さ
え
た
上
で
、
件
の
「
言
」
を
檢
索
す
る
と
、
隱
公
元
年
「
春
王
正
月
」
の
穀

梁
傳
文
に
①
「
公
何
以
不
言
即
位　

成
公
志
也　

焉
成
之　

言0

君
之
不
取
爲
公

也
」
と
あ
り
、
莊
公
四
年
「
紀
侯
大
去
其
國
」
の
傳
文
に
②
「
大
去
者　

不
遺

一
人
之
辭
也　

言0

民
之
從
者
四
年
而
後
畢
也　

紀
侯
賢
而
齊
侯
滅
之　

不
言
滅

而
曰
大
去
其
國
者　

不
使
小
人
加
乎
君
子
」
と
あ
り
、
僖
公
三
十
年
「
公
子
遂

如
京
師　

遂
如
晉
」
の
傳
文
に
③
「
以
尊
遂
乎
卑　

此
言0

不
敢
叛
京
師
也
」
と

あ
り
、
宣
公
二
年
「
春
王
二
月
壬
子
宋
華
元
帥
師
及
鄭
公
子
歸
生
帥
師
戰
于
大

棘　

宋
師
敗
績　

獲
宋
華
元
」
の
傳
文
に
④
「
獲
者　

不
與
之
辭
也　

言0

盡
其

衆
以
救
其
將
也
」
と
あ
り
、
成
公
十
二
年「
春
周
公
出
奔
晉
」
の
傳
文
に
⑤「
周

有
入
無
出　

其
曰
出　

上
下
一
見
之
也　

言0

其
上
下
之
道
無
以
存
也
」
と
あ
り
、

成
公
十
七
年
「
秋
公
至
自
會
」
の
傳
文
に
⑥
「
不
周
乎
伐
鄭　

則
何
爲
日
也　

言0

公
之
不
背
柯
陵
之
盟
也
」
と
あ
り
、
昭
公
二
十
年
「
夏
曹
公
孫
會
自
夢
出
奔

宋
」
の
傳
文
に
⑦
「
曹
無
大
夫　

其
曰
公
孫
何
也　

言0

其
以
貴
取
之
而
不
以
叛

也
」
と
あ
る
〔
な
お
、
文
公
九
年
「
二
月
叔
孫
得
臣
如
京
師
」
の
傳
文
に
「
京　

大
也　

師　

衆
也　

言0

周　

必
以
衆
與
大
言
之
也
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
言
周
」

の
「
言
」
は
、〝
～
に
つ
い
て
は
〟
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
て
、
件
の
「
言
」

と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
、〈
逐
字
索
引
〉
が
「
言
周
必
以
衆
與
大
言

之
也
」
と
句
讀
し
て
い
る
の
は
、
ま
ち
が
い
か
、
不
親
切
か
の
、
ど
ち
ら
か
で

あ
る
。
ち
な
み
に
、
桓
公
九
年「
春
紀
季
姜
歸
于
京
師
」
の
公
羊
傳
文
に
は「
京

者
何　

大
也　

師
者
何　

衆
也　

天
子
之
居　

必
以
衆
大
之
辭
言
之
」
と
あ
っ

て
、「
天
子
之
居
」
の
上
に
「
言
」
の
字
は
な
い
〕。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
傳
文
の

「
言
」
に
つ
い
て
い
え
る
の
は
、
い
ず
れ
も
み
な
事
件
の
叙
述

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
價

値
の
判
斷
は
一
つ
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
ち
な
み
に
、
①
の
主
語
は

隱
公
、
②
の
主
語
は
紀
の
民
、
③
の
主
語
は
諸
侯
、
④
の
主
語
は
宋
、
⑤
の
主

語
は
周
、
⑥
の
主
語
は
成
公
、
⑦
の
主
語
は
曹
の
公
孫
會
で
あ
る
。
な
お
、
③

だ
け
は
、
當
爲
で
あ
っ
て
、〝
事
件
〟
と
は
言
い
難
い
が
、
こ
と
が
ら

0

0

0

0

の
叙
述

で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
〕。
念
の
た
め
、
逆
に
孔
子
の
價
値
判
斷
の
例

を
調
べ
て
み
る
と
、
ち
ょ
う
ど
う
ま
い
具
合
に
、
①
の
「
成
公
志
也
」
と
あ
り
、

②
に
「
不
使
小
人
加
乎
君
子
」
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
み
な
、「
言
」
の
字
が

な
い
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
傳
は
經
の
解
説
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も

「
言
」
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、「
言
」
が
あ
る
場
合
は
、
必
ず
、
價
値
の
判

斷
で
は
な
く
て
、
事
件
の
叙
述
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の

よ
う
な
原
則
を
ふ
ま
え
て
、
件
の
傳
文
を
み
る
と
、「
小
諸
侯
」
は
孔
子
の
價

値
判
斷
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
上
に
「
言
」
の
字
が
あ
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
つ

ま
り
、「
會
于
温
言0　

小
諸
侯
」
と
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
會
于
温　

言0

小

諸
侯
」
と
い
う
李
氏
の
句
讀
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
ち

な
み
に
、
下
の
傳
文
「
大
天
子
也
」
に
「
言
」
の
字
が
な
い
の
は
、
同
じ
く
價

値
判
斷
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
隱
公
七
年
「
冬
天
王
使
凡
伯
來
聘　

戎
伐
凡

伯
于
楚
丘
以
歸
」
の
傳
文
に
「
凡
伯
者
何
也　

天
子
之
大
夫
也　

國
而
曰
伐　

此
一
人
而
曰
伐
何
也　

大
天
子
之
命
也
」
と
あ
る
の
を
參
照
。
や
は
り
、「
大

天
子
之
命
也
」
の
上
に
「
言
」
の
字
は
な
い
〕。
か
く
て
、「
會
于
温
言
」
で
句

切
る
と
し
て
、
兪
樾
と
于
鬯
、
ど
ち
ら
の
説
に
分
が
あ
る
の
か
。
范
注
か
ら
傳

の
原
型
を
た
ど
る
の
が
難
か
し
い
以
上
、
何
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。

（
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
度
跡
見
学
園
特
別
研
究
助
成
費
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
）


